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経済産業大臣 様 

広  島  県  知  事  

〒730-8511広島市中区基町 10 番 52 号 

  環 境 保 全 課 

福山共同発電所更新計画に係る環境影響評価 

準備書に対する意見について（通知） 

 平成29年５月22日付けで瀬戸内共同火力株式会社から送付のあった環境影響評価

準備書について，環境影響評価法第20条第１項及び電気事業法第46条の13の規定に

より，別紙のとおり環境の保全の見地からの意見を述べます。 



福山共同発電所更新計画に係る環境影響評価準備書に対する知事意見 

 

１ 全体的事項 

（１）事業の実施にあたっては，大気汚染防止，温排水対策，生物多様性の保全，地球温暖化防止等の

観点から，環境保全に関する最新の知見を踏まえ，可能な限り最良の技術の導入を行い，より一層

の環境影響の低減を図ること。 

（２）準備書に記載されている環境保全措置を確実に実施し，環境への負荷をできる限り回避，低減す

るために適切な運転管理を行うこと。特に，光化学オキシダント及び微小粒子状物質については，

事業実施地域周辺において環境基準値を超過している地点が存在することを踏まえて，最新鋭のば

い煙処理施設の性能を最大限活用して，ばい煙濃度を適切に管理すること。 

（３）工事の実施中又は施設の稼働後に予測し得ない環境影響等の問題が発生した，又は発生する恐れ

が生じた場合には，速やかに関係機関と協議し，必要に応じて追加の環境保全措置を含めた適切な

対応を行うこと。 

（４）評価書の公表に当たっては，広く環境の保全の観点から意見を求められるよう，インターネット

から印刷可能な状態にすることや，法に基づく縦覧期間終了後も継続して公表しておく等，利便性

の向上を図ること。 

 

２ 個別的事項 

（１）大気環境 

・光化学オキシダント及び微小粒子状物質については，事業実施地域周辺において環境基準値を

超過している地点が存在するため，一層のばい煙及び粉じん等の排出抑制に努めること。 

・発電所全体の窒素酸化物等の大気汚染物質の排出抑制のために，実行可能な範囲で新２号機あるい

は新１号機の年間設備利用率を高めることで，既存設備での重油使用量を削減し，より一層の環境

影響の低減を図ること。 

（２）騒音・振動 

 ・主要な輸送経路沿いには，学校，病院及び住宅地等が存在していることから，騒音及び振動の低減

についてより一層努めること。 

 ・予測結果については，予測条件等の説明を追加するなどして住民が理解しやすい内容にするよう努

めること。 

（３）水環境 

・仮設沈殿槽等で行われる処理方法及び管理方法について，具体的に示すこと。 

・施設の供用にあたっては，下流域及び沿岸海域の水質汚濁をはじめ，周辺の生活環境や漁業等への

影響がないよう，プラント排水及び生活排水を適正に管理すること。 

（４）動物・植物 

・工事中及び施設供用時において，事業実施区域及びその周辺で新たに希少な動植物が確認された場

合には，必要に応じて環境保全措置を講じること。 



・施設の稼働にあたっては，冷却水の放水口において残留塩素が検出されないように管理を徹底する

こととし，その管理方法等について示すこと。 

（５）生態系 

・工事中及び施設供用時において，事業実施区域及びその周辺で新たに希少な動植物が確認された場

合には，必要に応じて環境保全措置を講じること。 

・地域の植生に配慮の上，可能な限り緑地を整備するにあたり，新設緑地の植栽で使用するスダジイ

等の潜在自然植生の樹木及び草本については，近隣地域からの調達等により，非意図的な昆虫類の

移入による生態系の影響を回避するための配慮を行うこと。 

（６）人と自然との触れ合いの活動の場 

・主要な輸送経路沿いには，多数の住民が利用する公園等が存在するため，公園等の利用に配慮した

運行計画とすること。 

（７）廃棄物等 

・工事の実施及び施設の稼働に伴い発生する廃棄物については，可能な限り，排出の抑制及び再生等

の処理を行い，最終処分量の削減に努めること。 

・再使用又は再生利用できない廃棄物については，適正かつ迅速に処理すること。 

・燃え殻等の産業廃棄物の排出抑制のために，実行可能な範囲で新２号機あるいは新１号機の年間設

備利用率を高めることで，より一層の環境影響の低減を図ること。 

（８）温室効果ガス等 

・副生ガスを有効利用できるよう，発電所全体において適切な運転管理等を行い，総合的な温室効果

ガスの排出削減に努めること。 

・温室効果ガスの排出抑制のために，実行可能な範囲で発電効率の高い新２号機あるいは新１号機の

年間設備利用率を高めることで，既存設備での重油使用量を削減し，より一層の環境影響の低減を

図ること。 



 

環 企 第 ２ １ ０ 号 

平成２９年１０月２５日 

 

経済産業大臣 世耕 弘成 殿 
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福山共同発電所更新計画に係る環境影響評価準備書に対する 

意見について 

 

 このことについて、環境影響評価法（平成９年法律第８１号。以下「法」という。）

第１５条及び電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第４６条の１３の規定に基づ

き、別紙のとおり、環境の保全の見地からの意見を述べます。 

 つきましては、電気事業法第４６条の１４第１項の規定に基づき、特定事業者に対

し必要な勧告をするに当たっては、本意見の趣旨が十分に勘案されますよう御配慮願

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

福山共同発電所更新計画に係る環境影響評価準備書に対する岡山県知事意見 

１ 総論評価 

(1) 事業計画について

・ 本事業は、老朽化した既存設備を高効率な発電設備に更新することにより、 

供用後においてはエネルギー利用の効率化と環境負荷の低減が期待されるも

のであるが、これらの事業特性を最大限に発揮できるよう、供用に当たっては、 

高効率な新１号機及び新２号機の優先稼働と、設備の適切な維持管理に万全を

期すること。

・ 廃止する２号機及び３号機の解体・撤去を行う際には、周辺環境への影響が

可能な限り低減されるよう配慮すること。

(2) 環境監視計画について

・ 工事中の環境監視計画のうち、大気質及び騒音・振動については、調査時期

の妥当性を検証できるよう、想定している時期よりも早い段階から継続して工 

事関係車両の運行状況及び建設機械の稼働状況を監視すること 

・ 騒音・振動に係る環境監視計画については、敷地境界だけでなく、近傍住居

等の３地点でも実施するとともに、工事用資材の搬出入に伴う騒音・振動につ 

いても測定を実施すること。 

(3) 住民理解について

・ 本事業を円滑に実施するためには、地域住民の理解と協力を得ることが重要

であることから、事業計画や環境監視結果の積極的な情報提供に努めること。 

２ 各論評価 

○ 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持

(1) 大気環境

主要な輸送経路の一つである県道３４号線は、住宅地や学校の近傍を経由

しており、道路幅員が狭い箇所が存在する２車線の道路であることから、可 

能な限り本事業に係る工事関係車両の分散化を図ること。 

また、工事用資材の搬入についても、可能な限り海上輸送を活用し、環境

負荷の低減に努めること。 

(2) 水環境

新２号機の供用後における排出水量及び汚濁負荷量は現状維持の計画で

あるが、事業実施区域周辺海域の水質は環境基準を超過している現状を踏ま 

え、水質に関する環境保全措置を的確に実施するとともに、可能な限り排出 

水量及び汚濁負荷量の低減に努めること。 


